
ｈ美濃山の歴史ｂ5９ｓｗ３ 

 

 

 

+    

歴史を学ぶ講座

 

① 日時 2025年 10月 23日(木)13時 30分～ 

② 講師  出口修さん    

③ 参加費 100円 

 

八幡まるごと館/八幡市男山松里１２－２０（TEL&FAX）０７

５－９８３－３６６４ 
（E-MAIL）yawata@marugotokan.net 作られた 
ホームページは http://marugotokan.net/ 
又は、八幡まるごと館で検索して下さい 

●   
八幡まるごと館は街行く人のだれもが自由に立ち寄れる“地域サロ
ン”です。休館日は毎週火曜日全日と土･日午後です。 
 

前回、出口修さんは八幡の江戸時代の年貢について話して下さい

ました。この時期、石高制が確立しました。１石とは１年間で成人

男性が食べる量と言われています。約１５０㎏です。年貢の決定に

は検見(けみ)法（収穫高に応じて、毎年調査）と定免法(過去の実

績に基づいて固定額を課す)がありました。が、検見法には年貢量

を決定するまでに多くの課程があり、時間がかかります。そのため

に直ぐに収穫できません。以前農民が米がとれなくて役所に行く

という時代劇を見たことがありますが、あるところにはあるんです

ね。定免法では豊作・不作にかかわらず、一定です。こちらの方に

流れが落ち着きます。年貢は村に課されて、出せない家が村全体

でカバーして領主に納める形です。江戸時代には大きな飢饉がい

くつもあり、その時には餓死者もでました。 

忘れてはならないですね。 
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